
 

 

 

 

知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業 

調達仕様書（案）に対する意見招請について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年５月 

 

 

愛 知 県 企 業 庁 



次のとおり調達仕様書（案）を作成しましたので、広く意見を招請します。 

 

１ 事業内容 

（１）事業名 

知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業 

（２）事業概要 

本事業は、知多浄水場、筏川取水場及び弥富ポンプ場の計装設備及び電気設備の更新

整備に係る設計、施工及び維持管理業務を一括発注するもの 

 

２ 公表期間 

令和７年５月１９日（月）から入札公告（令和７年７月予定）まで 

 

３ 図面交付 

（１）交付方法 

単線結線図等の図面については、希望者に対して別途交付する。 

交付を希望する場合は、誓約書（様式１）を提出すること。 

＜交付予定資料＞ 

・単線結線図 

・システム構成図 

・計装フローシート 

・運転方案 

・運転管理マニュアル 

・保安規定 

（２）交付日時 

令和７年５月１９日（月）から令和７年６月２０日（金）まで 

ただし、県庁の開庁日の午前９時から午後５時まで 

（３）交付場所 

愛知県企業庁水道部水道事業課（自治センター１１階） 

（４）交付方法 

ＣＤ－Ｒ等のメディアによる手渡しとする。 

 

４ 意見の提出方法 

（１）提出期限 

令和７年６月２０日（金）午後５時 （郵送の場合は期限までに必着のこと） 

（２）提出物 

次に指定する提出物について、電子メールまたは電子ファイルを収容したＣＤ－Ｒ等



のメディア１部を郵送にて提出すること。 

・知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業 調達仕様書（案）に対する意見

について（様式２） 

・調達仕様書（案）に対する意見（様式３） 

（３）提出先 

メールまたは郵送 

（メールアドレス） 

kigyo-suiji@pref.aichi.lg.jp 

メール提出の際は、件名を「知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業の調

達仕様書（案）に対する意見」とすること。 

また、受信容量制限が１メールにつき１１ＭＢであるため、必要に応じて分割送信

をすること。 

（郵送先） 

〒４６０－８５０１ 名古屋市中区三の丸三丁目１－２ 

愛知県企業庁水道部水道事業課（自治センター１１階） 

浄水水質グループ 熊澤 

 

５ 留意事項 

（１）本調整案件は予定であり、予告なく中止または内容を変更することがあります。 

（２）調達仕様書（案）の内容は検討段階のものです。 

（３）本意見招請に係る意見など（付随する資料を含む。）の作成及び提出に係る一切の経

費は、提出者の負担とします。 

（４）提出された意見等については、本事業に関する検討の際に参考とするため、本県関係

者内部に限り複製及び配布します。 

（５）提出された意見書等（付随する資料を含む。）は、返却しません。 

（６）提出された意見書等（付随する資料を含む。）について、後日、ヒアリングまたは追

加の資料提出を依頼することもありますので、ご協力お願いします。 

（７）本意見招請の目的は、調達仕様書（案）について広く意見を求めるものであり、発注

において何らかの便宜を約束するものではありません。 

（８）公平性に欠く意見、調達仕様書案の記述事項との整合性、予算との兼ね合い等により、

提出された意見を反映できない場合があります。 

（９）提出された意見については、提出者が特定されないようにしたうえで一覧を作成し、

検討結果及び対応について、入札公告前に開示を予定しています。 

 

担当：愛知県企業庁水道部水道事業課浄水水質グループ（熊澤） 

電話：０５２－９５４－６６８３（ダイヤルイン） 



様式１ 

愛知県企業庁水道部水道事業課⾧ 殿 

 

誓 約 書 

 

知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業 調達仕様書（案）に対する意見招請について、愛知

県（以下、「甲」という。）から配布された資料の取扱いにあたり、     （以下、「乙」という。）は

次のとおり誓約します。 

 

（秘密情報の定義） 

第１条 本誓約書において「機密情報」とは、文章、口頭その他の方法によることを問わず、甲より開示

され、または将来開示される情報であって、甲が秘密として指定したものをいう。ただし、次の各号の

いずれかに該当する情報は、この限りではない。 

（１） 甲から開示された時点で、すでに公知となっていた情報 

（２） 甲から開示された後に、自らの責任によらず公知となった情報 

（３） 甲から開示された時点で、既に自ら保持していた情報 

（４） 甲から開示された後に、第三者から適法に取得した情報 

（５） 正当な権限を有する第三者から開示を要請されたもの 

（秘密情報の秘密保持） 

第２条 乙は、秘密情報について厳に秘密を保持するものとし、甲の書面による事前の同意なくして、第

三者（乙の役員及び従業員を除く）に対し、秘密情報を開示及び漏洩してはならず、事業の実施以外の

目的で秘密情報を使用しないものとする。 

（役員及び従業員の義務） 

第３条 乙は、その役員及び従業員に対して、本誓約書に基づく守秘義務を遵守させるものとする。 

（秘密情報の返還） 

第４条 乙は、甲から請求があった場合には、秘密情報のうち変換可能な文書その他の情報媒体（その写

しを含む）について、速やかに返還するものとする。 

（損害賠償） 

第５条 乙が本誓約書に違反した場合は、乙はその違反状態を改善する義務を負うとともに、これに起因

して生じた甲の損害を賠償する。 

（協議） 

第６条 本誓約に定めなき事項について解釈上の疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、円満に解決するも

のとする。 

 

令和７年  月  日 

 

住 所 

商号又は名称 

代 表 者 名 



様式２ 

 

令和７年  月  日  

 

愛知県企業庁水道部水道事業課⾧ 殿 

 

住 所 

商号又は名称 

代 表 者 名 

 

知多浄水場外計装設備等更新整備・維持管理事業 調達仕様書（案）に対す

る意見について 

 

このことについて、別添のとおり意見を提出します。 

 

【担当者】 

担 当 部 署  

担 当 者 職 氏 名  

電 話 番 号  

 


